
 

 

国民健康保険制度の安定的な運営に向けた 

財政基盤の強化等について 

 

国民健康保険制度は、「国民皆保険」の根幹を担う非常に重要な医療保険制

度であるが、他の医療保険と比べ高齢者が多いことから医療費水準が高く、

かつ、中・低所得者の加入割合も高いことなど構造的な問題を抱えており、

その財政基盤は極めて脆弱である。 

平成 30 年度の国民健康保険制度改革により、都道府県単位での運営、国の

財政支援の拡充等の財政基盤の一定の安定化等の措置が講じられ、市町村国

保では、前期高齢者交付金を除き、公費と保険料（税）の負担割合を 50％ず

つで構成する制度となっている。しかし、実際には、構造的な問題からさら

に公費が充てられ、国民健康保険財政の令和４年度予算ベースで保険料（税）

の割合は約 35％となっているにも関わらず、依然として被保険者の保険料（税）

負担は他の医療保険と比べて高い状態にある。 

そのような状況において、高齢化の進展や医療の高度化等による「一人当

たり医療費」の増加、団塊の世代が 75 歳を迎え後期高齢者医療制度に移行す

ることによる「後期高齢者支援金」の大幅な増額が重なり、非常に厳しい財

政運営となっている。 

 

また、現在、保険料（税）負担緩和のために行われている法定外一般会計

繰入は、保険給付と保険料（税）負担の関係性が不明瞭となること等から、

削減・解消に取り組むべきものである。しかし、国民健康保険の構造的な問

題により被保険者の保険料（税）負担が大きくなっていること、さらに医療

費や後期高齢者支援金の増もあり、一部の市区町村においては法定外の繰入

をせざるを得ない状況となっている。 

 

法定外一般会計繰入の削減は、被保険者の保険料（税）の増に直結するこ

とから、九都県市を含む多くの地方自治体は、これまでも、被保険者等の理

解を得ながら法定外一般会計繰入の削減に取り組む一方で、急激な負担増と

ならないよう、基金積立金や決算剰余分の繰越金を活用しながら、被保険者
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の負担軽減に努めている。しかし、これらの活用できる財源の確保には限界

があり、財源が枯渇した場合、保険料（税）が急増することになりかねない。 

 保険料（税）の急増は、国民健康保険の被保険者の大半を占める中・低所

得者や高齢者の生活に大きな影響を及ぼすことが懸念され、ひいては制度の

基盤となるべき被保険者からの信頼を損なうことにもつながる。 

 

九都県市は、一人当たりの医療費水準が全国平均に比べて低く、さらに健

診等のデータを活用した効果的な保健事業による一層の医療費適正化を行う

など、保険制度の健全な財政運営に努めている。しかし、保険者努力支援制

度における評価項目では、医療費水準の改善に係る評価に重点が置かれてい

るため、医療費水準が低く大幅な改善が難しい九都県市における医療費適正

化への取組が、十分に評価されているとは言えない状況となっている。 

 

持続可能な国民健康保険制度となるよう、国民健康保険制度が抱える構造

的問題の解決に取り組むとともに、被保険者の保険料（税）の負担増が起き

ている現状を踏まえ、財政支援のさらなる拡充と医療費の適正化を同時に進

めるよう、以下の事項を要望する。 

 

１ 公的医療保険制度間の公平性の確保に向けて、国庫の定率負担の引上げ

等、財政基盤のより一層の強化を、国の責任において実施すること。 

 

２ 高齢者や中・低所得者に過度な負担を強いることのないよう、後期高齢

者支援金の増額等による保険料（税）の上昇の抑制のため、さらなる財政

支援の拡充を実施すること。 

 

３ 各地方自治体の医療費適正化の取組に対して、個別事情に応じた人的・

財政的援助や有用な知見の提供など、一層の支援を行うこと。また、保険

者努力支援制度において、一人当たりの医療費水準の低い地方自治体が十

分な評価を受けられるよう、医療費水準への評価に対する配点について見

直しを行うこと。 
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